
「佐久市耐震改修促進計画（改定）」の概要

（本文Ｐ1～Ｐ11）

佐久市における被害想定

※　＊わずか 糸魚川－静岡構造線断層帯（全体）の地震の地表震度分布(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ：8.5)

※　平成２７年度策定の「第３次長野県地震被害想定調書報告書」を参照 （第３次長野県被害調査報告書にて佐久市の震度が最大となるケース）
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　佐久市では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「耐震改修促進法」という。）」に基づき、平成１９年度から
令和７年度までを計画期間とする「佐久市耐震改修促進計画」を策定し、市内の既存建築物の耐震化を促進してきまし
た。今回の改定にあたっては、耐震化の現状を踏まえ、引き続き既存建築物の耐震化に取り組むため、計画期間を令
和１３年度まで６年間延長します。
　（改訂履歴：平成２０年３月策定　　平成２５年４月、平成２８年３月、令和３年３月改定）

　第３次長野県地震被害想定
調査報告書（Ｈ２７．３）の中
で、県内の６つの内陸型地震
(赤で示す部分)と南海トラフ
地震及び東海地震を想定し、
各地の震度や液状化の危険
性のほか、人的・物的な被害
を予測しています。
　佐久市ではこれらの地震が
発生した場合、一部で、震度
６弱が予測されています。

○ 想定される地震と被害状況

○ 本計画の対象とする建築物
・住宅
・特定既存耐震不適格建築物※１（多数の者が利用する一定規模以上の建築物）
　　例：　一定規模以上の学校、病院、社会福祉施設、ホテル、店舗など・・・・本文Ｐ３７　別表１

・要緊急安全確認大規模建築物　※１のうち、特に大規模なもの・・・・本文Ｐ３８ 別表２
・公共建築物

○ 計　画　期　間 平成１９年度から令和１３年度までの２５年間（６年間延長）

○ 計画の目的及び位置付け
　本計画は、平成２０年３月に耐震改修促進法第６条第１項に基づき、国による基
本方針、県の耐震改修促進計画を踏まえ、市内の建築物の耐震診断及び耐震改
修を促進することで、今後予想される地震に対して、建築物の倒壊等の被害から市
民の生命、身体及び財産を守ることを目的として策定しました。

＊ ＊東海地震 ５強 0 0 ＊ ＊

改定要旨

１ 計画策定の趣旨
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十日町断層帯   

長野盆地西縁断層帯   
（信濃川断層帯）   

境峠・神谷断層帯主部   

糸魚川 - 静岡構造線   
断層帯（北部１）   

霧訪山 - 奈良井断層帯   
（副断層）   

糸魚川 - 静岡構造線   
断層帯（北部 ２ ）   

糸魚川 - 静岡構造線   
断層帯（中部１）   

糸魚川 - 静岡構造線   
断層帯（中部 ２ ）   

糸魚川 - 静岡構造線   
断層帯（南部）   

木曽山脈西縁断層帯 主部   

阿寺断層帯 主部   

伊那谷断層帯 （主部）   

2011 年・長野県北部の地震   

2004 年・新潟県中越地震   

1847 年・善光寺地震   

1965 - 67 年・松代群発地震   

1984 年・長野県西部地震   

2011 年・長野県 中 部の地震   

境峠・神谷断層帯   

伊那谷断層帯 （南東部）   

糸魚川 - 静岡構造線   

伊那谷 断層帯   

清内路峠 断層帯   
（副断層）   

木曽山脈西縁断層帯   

2014 年・長野県神城断層地震   
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「佐久市耐震改修促進計画（改定）」の概要
（本文 P12～23）

例） 例）

*

住宅については、住宅・土地統計調査（5年毎に実施）に基づく推計値。多数の者が利用する一定規模以上の建築物については、

　　長野県提供の集計表に基づく数値。

一定規模以上の 市有施設のうち、多
数の者が利用する一
定規模以上の建築
物と応急活動拠点

アパート 学校・病院
マンション等 社会福祉施設

　耐震化率の現状は、当初に比べ向上しているものの目標に達していない状況です。そのため、引
き続き耐震化を促進するため、計画期間を６年間延長します。

住宅
多数の者が利用する

一定規模以上の建築物

ホテル・店舗　等

95% 目標(R13) 100%

災害拠点施設等
（市有施設）

戸建て住宅

72.8% 策定時(H19) 64.1%

現状(R5) 84.3% 現状(R7) 99.2%

策定時(H15) 69.0% 策定時(H19)

R2改定時90％→95％に変更

○ 「住宅」と「多数の者が利用する一定規模以上の建築物」の耐震化の目標を達成するために

　目標の達成に向けては、令和１３年までに、建替等に伴う更新または取壊しにより減ると予想され
る耐震性を満たさない建築物の戸数に加え、市民に対する周知や施策の推進により、住宅にあって
は２,２６０戸、多数の者が利用する一定規模以上の建築物にあっては２棟の、耐震改修の促進が必
要になります。

現状(R7) 100%

目標(R13)

２ 耐震化の現状と目標
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《今後令和13年までに耐震改修の促進が必要となる戸数・棟数》

耐震性が不十分なもの

上記のうち耐震改修が必要なもの

耐震性を満たすもの
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「佐久市耐震改修促進計画（改定）」の概要

◆

○ 耐震化の推進に向けた役割分担

工事費（上限1.5万円/㎡）の
５割、又は９７．８万円/戸

○ 耐震診断及び改修の促進を図るための支援策や安心して耐震化が行える環境整備

　住宅・建築物の耐震化の推進のためには、住宅や建築物の所有者が、建築物の耐震化
や防災対策を自らの問題として捉え、自助努力により取り組むことが不可欠です。
　また、行政(国、県及び市)は、これら所有者の取組みを支援するため、所有者が耐震診断
や耐震改修を行いやすい環境を整え、引き続き負担軽減のための必要な支援を行い、関
係団体等と連携して必要な施策を実施します。

＜役割分担のイメージ＞

区分 耐震診断

建築物の耐震化のほか、ブロック塀等の転倒防止対策等により、総合的な安全対策を推進しま
す。

耐震改修（補強） 耐震改修（除却）

　所有者へのリーフレットの送付、広報紙やＦＭ佐久平などの活用により、周知を図ります。

＜耐震化を促進するための補助事業＞

耐震診断及び耐震補強工事、耐震改修促進リフォーム工事及び除却工事に対し支援して
いきます。

補助限度額
工事費の５割又は

３０万円／戸

補助金の負担割合

助成内容
耐震改修（補強）工事に付随
して行うリフォーム工事に要
する経費に補助

補助金の負担割合

国　　：１／２
県　　：１／４
市　　：１／４

国　　：1／2
県　　：１／4
市　　：１／4

対象建築物 昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅

8.8万円／戸
（市が負担し派遣）

工事費の8割
又は補助限度額115万円／戸

市：1／1

　　　　　（本文Ｐ24、Ｐ25、Ｐ29、Ｐ31）

        国　：最大1／2
   県　：１／4

      市   ：１／4～

補助限度額

助成内容 耐震診断士の派遣
耐震改修（補強）工事
に要する経費に補助

除却工事に要する
経費に補助

＜ブロック塀等の撤去等に対する補助＞

対象
安全性が確認できないブロック塀等
（コンクリートブロック、レンガ、石材等を用いた組積造の塀及び鉄筋コンク
リート組立塀その他これらに類する塀、門柱等）

補助金額
ブロック塀等撤去事業：ブロック塀等の実際の撤去費用と撤去面積に９,０００円
を乗じて得た額のいずれか少ない額の１/２　最大１０万円を補助

市
に
よ
る
上
乗
せ
補
助

国
・
県
・
市
に
よ
る
補
助

○ 

◆

◆

３ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

身近な地方公共団体として

住民を支援

建築関係団体
耐震化の主役は市民

自らの生命・財産は自ら守る

市民・自治会等

市町村

行 政

国

自 助 支 援

法や制度などの整備

（補助制度）県民及び市町村を支援県
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